
 

 

うるま市印鑑条例及びうるま市手数料の特例に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

 

  令和８年６月２４日 

 

うるま市長 中村 正人  

 

うるま市条例第２４号 

 

うるま市印鑑条例及びうるま市手数料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

（うるま市印鑑条例の一部改正） 

第１条 うるま市印鑑条例（平成１７年うるま市条例第１０９号）の一部を次のように改

正する。 

 

第１３条第１項中「以下同じ。）」の次に「、特定在留カード（出入国管理及び難民認

定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カード

をいう。以下同じ。）又は特定特別永住者証明書（日本国との平和条約に基づき日本の国

籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第

１項に規定する特定特別永住者証明書をいう。以下同じ。）」を、「登録者が個人番号カ

ード」の次に「、特定在留カード又は特定特別永住者証明書」を加える。 

 

第１３条の２第１項第１号中「個人番号カード（」を「個人番号カード、特定在留カー

ド又は特定特別永住者証明書（これらのうち」に改める。 

 

（うるま市手数料の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 うるま市手数料の特例に関する条例（令和８年うるま市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 

  第２条第１号中「平成１４年法律第１５３号」の次に「。以下「公的個人認証法」と

いう。」を加え、第３号中「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律」を「公的個人認証法」に改め、同号を第５号とし、第２号を第４号と

し、第１号の次に次の２号を加える。 



 

 

（２） 特定在留カード 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第

１９条の１５の２第１項に規定する特定在留カードをいい、有効期間内であって、か

つ、公的個人認証法第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証

明書が記録されているものをいう。 

（３） 特定特別永住者証明書 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定

する特定特別永住者証明書をいい、有効期間内であって、かつ、公的個人認証法第２

２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されている

ものをいう。 

 

第３条中「個人番号カードを用いて」を「個人番号カード、特定在留カード又は特定特

別永住者証明書を用いて」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


